
　「友松」創刊以前の神奈川縣友松會第一回報告、第二
回報告、創刊号である神奈川縣友松會通信第一から第
八までは合本されて保管されている。時期は明治 21
（1888）年～明治 31（1898）年に当たる。
　その合本の中にはさまれていたメモ２枚。
　上は「神奈川縣友松會久良岐郡地方會」会則の下書き、
左は「久良岐郡未納者」の表。
会費未納のチェックが明治 21 年～ 26 年分まとめてさ
れ徴収されているようだ。
上　W34cm H24.6cm
左　W14.6cm H24.6cm
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「友松」創刊前後の 10 年分が合本されている


